
災害時における物資（ユニットハウス等）の供給に関する協定書 

 

三木市（以下「甲」という。）と三協フロンテア株式会社（以下「乙」という。）は、災害

時における救援物資の供給に関して、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、三木市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）において、市民生活の早期安定を図るため、救援物資の供給に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（供給物資） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、災害救助法にもとづく応急仮設住宅の用途を除

く、乙が取扱い可能な仮設事務所、仮設トイレ等（以下、「ユニットハウス等」という。）

とする。 

 

（要請の方法） 

第３条 甲は物資（ユニットハウス等）供給要請書（様式第 1号）により、乙に対して 

要請手続きを行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請を

行い、事後に物資（ユニットハウス等）供給要請書を提出できるものとする。 

 

（供給の実施）   

第４条 乙は、前条の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、速やかに業務を

実施するものとする。 

 

（引渡し等） 

第５条 物資の引渡場所は、甲が準備・指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則

として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬できない場合は、甲が定める輸送手段

により運搬できるものとする。 

２ 運搬後の設置は乙が行うものとする。 

 

（報告及び承認） 

第６条 乙は、甲から要請を受けた業務を完了したときは、実施状況を書面(様式 2号) 

により甲に報告し、甲の承認を得るものとする。 

 

（費用の負担等） 

第７条 物資の供給に要した費用は甲が負担するものとし、負担額は災害時直前における

適正な価格を基準に、甲乙協議の上決定するものとする。 



 

（費用の支払い） 

第８条 物資の供給に要した費用は、乙が第６条に規定する実施状況について甲の承認を

得た後、乙の請求により甲が支払うものとする。 

２ 甲は乙から前項に規定する適正な請求があった場合、速やかに乙に支払うものとする。

ただし、予算措置が行われていない場合は、措置後に支払いを行うものとする。 

 

（情報交換） 

第９条 甲と乙は平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての意見交換を行い、

災害時に備えるものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定の日から 1年とする。ただし、有効期間満了日の 

１か月前までに、甲又は乙のいずれからも意思表示がないときは１年間更新されたもの 

と見なし、以降も同様とする。 

 

（協議） 

第１１条 この協定について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、

甲乙協議の上決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙押印の上、各自１通を保有するも

のとする。 
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